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円
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粗大ごみ収集受付業務委託 仕様書 

 

１．目的 

三重県伊賀市内（青山支所管内を除く）の各家庭から排出される粗大ごみを戸別収

集するにあたり、この戸別収集に伴う電話申込みに係る受付業務を行う。 

 

２．受付業務区域 

三重県伊賀市内（青山支所管内を除く） 

 

３．受付対象品目 

家庭から収集の依頼があった一般廃棄物のうち、伊賀市の「資源・ごみ分別ガイド

ブック」で定めるもの 

 

４．業務内容 

（１）粗大ごみ戸別収集の電話予約受付及び問い合わせ受付業務 

（２）収集受付内容を取りまとめ、その情報を連絡 

（３）業務実績報告書等の作成、並びに、その他業務遂行に必要な資料の作成 

 

５．受付体制と条件 

（１）受託者は、プライバシーマークを取得しており、かつ粗大ごみ収集受付業務

を３年以上経験していること。 

（２）受託者は、粗大ごみ収集受付業務を３年以上経験した者を業務管理者として

最低１名を常時配置すること。 

（３）オペレーターは、粗大ごみ収集受付業務の経験者を配置すること。 

   なお、退職等により新規採用する場合は、業務管理者による研修を実施する

こと。 

 

６．粗大ごみ戸別収集の電話予約受付業務について 

（１）受付場所は、電子錠または、指紋認証で入退室管理された場所で行うこと。 

（２）収集受付を一元的に登録、管理できる管理システムを用いて運用すること。 

（３）「伊賀北部粗大ごみ受付センター」の受付端末により受付を実施する。 

   ・受付電話番号 ０５９５－２０－１２５５ 

    回線の基本料金及び転送に伴う通話料は市が負担するものとする。 

（４）電話予約受付業務を行う日及び時間 

   ・月曜日から金曜日とし、土曜日・日曜日・国民の祝日に関する法律に規定す

る休日及び年末年始の１２月２９日から１月３日までを除く日とする。 

   ・受付時間は、午前８時３０分から午後５時までとする。 

   ・受付時間外は、受付時間終了ガイダンスを行うこと。 

   ・受付回線数は１回線とする。但し、休日の翌日午前８時３０分から午後０時

３０分は１回線増とする。 



（５）電話予約による受付等 

   ・収集日は、伊賀市が別途作成する収集カレンダーに定める日とする。 

   ・電話予約受付の締切日は、収集予定日の１週間前とする。 

   ・受付後の変更及び取消しは、収集予定日の２日前まで可能とする。 

   ・１日の収集件数は最大２５件とする。 

（６）粗大ごみ受付伝票（地図情報付）を作成する。 

（７）受託者は、粗大ごみ電話受付業務マニュアルを作成し、必要に応じて更新す

ること。 

（８）電話予約受付時に、市民とのトラブルが生じないよう十分留意すること。 

（９）粗大ごみ以外の問い合わせがあった場合は、市民へ配布の「資源・ごみ分別

ガイドブック」や「資源・ごみ収集カレンダー」などに記載されている範囲で

対応すること。 

 

７．収集受付内容の連絡について 

当日受付を行った粗大ごみ受付伝票の情報は、速やかに連絡すること。連絡方法に

ついては、電子メールにより指定した先へ配信すること。 

 

８．収集できない場合の対応、受付できない場合の対応 

悪天候、交通障害等で当日収集不可能となった場合は、市が各収集予約者に連絡す

る。 

自然災害等で受付システムが作動しない場合やオペレーターの出勤が困難な場合

は、即時に市に連絡を行うとともに対応策を協議する。 

 

９．業務実績報告書等の作成、その他業務遂行に必要な資料の作成について 

（１）業務実施報告書等の作成 

日単位のもの（収集予定リスト）及び月単位のもの（粗大ごみ受付業務月間報告

書、粗大ごみ受付年間集計表）を市に提出すること。 

（２）その他業務遂行に必要な資料の作成 

市が業務遂行に必要な資料を求めた場合は、随時提供すること。 

 

10．委託の期間 

令和４年４月１日から令和５年３月 31日まで 

 

11.支払い 

 毎月均等払いとし、割り切れない場合は最終月で調整する。 

 

12.その他 

（１）伊賀市個人情報保護条例（平成 16年伊賀市条例第 16号）を遵守すること 

（２）本仕様書に記載のない事項については、市と受託者が協議し決定する。 


